
************************************************************************************** 

Ｈ１７ 梅園だより １号   H17.４.３０ 

梅園２丁目自治会 発行 

定期総会報告 
   平成 1７年 4 月２日（土）19 時 15 分より梅園自治会定期総会が開催されました。 

      出席者：新旧役員を含め 119 名、委任状 214 名、合計 333 名   

1. 平成 16 年度活動報告  

  総務担当：旧名簿 309 部回収。新年度より東１区の班の変更がある。 

  行事担当：5／23 楽々市、9／20 敬老の日お赤飯、10／24 運動会 

  環境担当：ごみ集積所の修繕・設置、街路樹の剪定、台風・交通事故後の環境整備  

2. 平成 16 年度決算報告（会計）及び会計監査報告、17 年度予算案提案、承認された。 

3. 主な質疑応答：自治会ホームページは？ホームページの開設、維持管理は今後の課題。 

世帯数減少で自治会費が減少するのに予算が増加している？自警団活動

費が増加した。今後の検討が必要になるかもしれない。 

4. 新役員・民生委員の紹介：各委員の紹介と挨拶。 

新役員紹介 H1７年度の梅園２丁目自治会の新役員は以下の通りとなっております。 
 東１区 東２区 西１区 西２区 南区 
区長 
（役職） 

内山   
（自治会長） 

三島  
（環境１） 

河島  
（環境２） 

岡村  
（行事） 

佐方  
（総務） 

副区長 沼尻  橋本  山崎  牧田  斎藤  
１班 浅田  相澤  五十嵐  岡部  野村  
２班 関谷  菱田  安田  佐伯  大澤  
３班 堀米  大澤  尾崎  小林   柴  
４班 本村  軸屋  広岡  中村  大久保  
５班 宮田  玉生  中西  椎名  片山  
６班  田中  磯崎    

班長 

７班  奈良     
二宮  窪田  杉田  大山  日高  文化体育委員 
渡辺  卯都木  木内  嶋田  小室  

書記 小島 ・小林  
会計 岡田  
会計監査 平  ・平出  
民生委員： 白木 ・中川 ・水越 ・福田  

自警団：福田（団長）・白木 （東１区副団長）・中川 （東２区副団長）・ 

中村 （西１区副団長）・藤原 （西２区副団長）・ 

染谷 （南区副団長） 

 



 

梅園集会所の受け付けが変わりました 
平成１７年度梅園集会所の受付が末満さんになりました。連絡先は、T-1 インドアテニ

ススクール（電話 859-8686）です。 

 

平成１７年２月６日以降の入退会者 

平成１７年４月２０日までに総務担当へ届けが出されている方です。（「平成１６年度梅園

だより３号」までに掲載された方を除く） 

１．新規入会者 

（略） 

２．退会者 

（略） 

 

名簿について 

名簿は大切に保管してください。次回発行の名簿は平成１６年度の名簿と交換でお渡

し致します。退会の場合には必ず返却してください。 

 

粗大ゴミについて 

平成１７年度より 

＜＜粗大ゴミは予約制の有料戸別収集です＞＞ 
（集積所には出せません） 

粗大ゴミを出される方は受付センター029-876-8088（月～金 8:30-17:15）へ予約して下

さい。詳細はごみの分け方・出し方ハンドブックをご覧下さい。＊お持ちでない方は

公民館などで入手できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



自警団よりお知らせ 

日頃より自警団の防犯活動にご協力いただきありがとうございます。さて３月末から

４月に入り、梅園２丁目地区内におきまして、３件の事件が発生しております。 

１．その１ 

３月３０日(水)午前９時～１１時３０分頃の間に、西１区内において、空き巣の被害がありま

した。被害状況は、道路からすぐの窓ガラスの鍵付近がハンマーのような物で破られていて、

１１時３０分ごろ帰宅した家の人が気づいたとのことです。ほかの被害はありませんでした

が、部屋にいた２匹の犬が吠えたので、犯人が逃走したものと思われます。 

外出の時や、家にいる時でも玄関や窓の鍵は必ずかけてください。 

２．その２ 

４月３日（日）深夜から４月４日（月）の明け方に、南区内の有料駐車場に置いてあった車

の盗難事件がありました。車は４ＷＤの大型車で、近所の方のものと思われますが、詳しい

事はわかっていません。車の保管には充分気をつけてください。 

３．その３ 

４月１０日（日）午後３時頃、梅園公園内で、自転車の前カゴに入れておいた手提げカバン

がひったくられました。その時の状況が数人の方から目撃されております。自転車のそばに

黒塗りの車がとまり、黒の上下を着て帽子をかぶった４０～５０歳くらいの男が降りてきて、

突然自転車に近づき、手提げカバンをとって素早く車に乗り、逃走したとのことです。被害

は、写真付きの身分証明書などの貴重なものと現金が少々でした。日曜日でもあり、公園内

には多くの方がいたと思われますが、あまりの突然の事なので、車のナンバーも全ては確認

されていませんが、４ケタの数字で、最初が[７６  ]で、土浦ナンバーかどうかはわかりま

せん。そこで、皆さんにお願いですが、外出などで、セドリックのようなタイプの黒塗りの[７

６  ]の車を見かけましたら、ナンバーの全てを確認し、自警団役員にご連絡ください。 

 

自警団は４月２３日(土)に、つくば中央地区防犯協会生活安全課から戴いた犯罪防止の

立て看板を梅園公園に設置しました。当日は晴天に恵まれ、小林生活安全課長さんは

じめ報道関係者が見守るなか、２７名の自警団員が立て看板を囲んで、地域の連帯感

に拍手を送りました。犯罪者は声をかけられることを嫌うといいます。これからもお

互いに声をかけあい、安全で安心な街づくりをしましょう。 

 

 

 

 

 

 



平成１７年４月２５日 

梅園２丁目自治会 

会員各位 

梅園２丁目自治会自警団 

団長 福田   

 

梅園２丁目自治会自警団員募集のお知らせ 

 

 日頃より自治会会員の皆様方には自警団に対しご理解とご協力をいただきありがとうござ

います。お蔭様で皆様の自警団は元気に活動しております。しかしながら、今年に入り梅園

２丁目地区内でもなお盗難事件が多発しているのが現状でございます。 

 そこでこの自主防衛活動を推し進め、我が街を犯罪から守るべく現在７６名の団員をさら

に増強したいと存じます。一人でも多くの方のご参加が安全で安心な住み良い街づくりにつ

ながりますので、皆様の自警団へのご入団をお願いするしだいでございます。 

 

現在の主な活動 

１． 夜間パトロール 

２． 数名の不定期なパトロール 

３． 愛犬の散歩や買い物を利用したパトロール 

４． ウォーキングやジョギングなどを利用したパトロール 

５． つくば地区自警団の集会などへの参加 

 

 なお、これらの活動では、団員は自警団の腕章やベストを付けております。夜間パトロー

ルは月２回（第１、３土曜日）、午後８時より約１時間、都合のつく団員が実施しております。

これらの活動はさらに団員による検討をかさね、自主的で無理のない、効率的なものにして

いきたいと考えています。 

自警団へのお申し込み、お問い合わせは下記の各区副団長までご連絡ください。 

   自警団副団長 

          東１区 白木 

                    東２区 中川 

          西１区 中村 

          西２区 藤原 

                 南区  染谷 



************************************************************************************** 

Ｈ１７ 梅園だより ２号   H17.１０.３１ 

梅園２丁目自治会 発行 

第２回役員会報告 
   平成 1７年 10 月 15 日（土）に第３回役員会が開催されました。それに先立つ 6 月 4

日（土）に第２回役員会が開催されました。第２，３回役員会での主な報告事項と議論をお

知らせします。 

1. 行事関係 

５月２９日の午前１０時から１２時まで楽々市が行われ、子供用の衣類、くつ、おもちゃ

など多くのものが出展されました。 

９月１９日の敬老の日に、お年よりにお祝いの赤飯をお届けし、多くの方に喜んでいただ

きました。 

１０月２３日（日）の午前９時から１２時３０分まで第２１回梅園大運動会が行われまし

た。 

2. 総務関係 

新しい名簿を７月に配布しました。 

3. 環境関係 

ゴミ集積所のブロックべいが破損しているところがあったので、改修工事を行いました。 

ゴミマップを７月に配布しました。 

山ゆり公園のＵ字溝に土や落ち葉が入ってしまっているので、ふたができないかを市に問

い合わせました。ふたがつけられるタイプのＵ字溝ではないので難しいとのことでしたが、

引き続き交渉していく予定です。  

4. 自警団関係 

自警団が活動をはじめて１年になりました。つくばエクスプレスも開通し、つくば市の

人口も２０万人をこえ、犯罪も多様化しています。気になることがありましたら、警察、

自警団に連絡をお願いします。 

５．その他 

  梅園文庫の定期貸し出しが６月から再開されています。毎週木曜日１５時３０分から１

７時までです。１２月４日にはクリスマス会があります。 

 

   

 



新名簿作成以降の入退会者 

平成１７年１０月１５日までに総務担当へ届けが出されている方です。（「平成１７年度梅

園だより１号」までに掲載された方を除く） 

 

   （略） 

 

 

自警団よりお知らせ 

 ９月１日発行の広報つくば３８７号に自警団の紹介記事が掲載されました。 

 

   （略） 

 

第２１回梅園大運動会 

   １０月２３日（日）に梅園自治会とみどり会が共催して、第２１回梅園大運動会が行

われました。前日が雨で天候が心配されましたが、当日は秋晴れのさわやかな一日と

なり、未就学児童からお年よりまで、多くの方々に参加していただきました。１．紅

白玉入れ、２．おみやげは何？３．パン食い競争、４．親子二人三脚、５．障害物リ

レー、６．宝探し、７．紅白対抗綱引き、８．つくば音頭、９．幸福さがし、１０．

紅白対抗リレー、の１０競技が個人対抗あるいは紅白対抗形式で行われました。紅白

対抗競技の勝敗の行方は，最後の紅白対抗リレーまでもつれましたが、２３０：１８

０で赤の勝ちとなりました。けが人もなく、すべての競技を予定通り行うことができ

ました。企画、準備、運営をしていただいた文化体育委員、各役員と当日競技に参加

していただいた皆様に感謝します。 

 

   （略） 

 



************************************************************************************** 

Ｈ１７ 梅園だより ３号   H1８.３.１８ 

梅園２丁目自治会 発行 

臨時総会報告 
   平成 1８年 ２月 1８日（土）に臨時総会が開催されました。 

出席者：５３名、委任状３０４名、合計３５７名 

１． 自警団より報告 

自警団が発足してから、１年４ヶ月になりますが、その間の犯罪総数は３２件です。車上

荒らし、下着どろぼう、車の盗難、あきす、児童への接近などです。区ごとの件数は、東

１区５件、東２区７件、西１区４件、西２区１件、南区８件、公園内３件、不明４件です。

今年に入ってからの事件は９件です。車上荒らしは深夜に多く発生しています。ゴミ置き

場に犯罪情報の掲示板を設置しています。 

２． 自主防災団設立について 

平成１８年度に自主防災団を設立したいとの提案が会長からあり、承認されました。これ

に伴い、自治会規約第８条に以下が追記されました。 

 

第８条 （１１）自主防災団は自治会役員が兼務する。又、自警団と協力して大規模

災害時に対応する。 

 

３． 班編成と名簿について 

総務担当から、班の編成に関する規約第３条の修正案と名簿返却に関する規約第６条の修

正案が提案されました。主な議論は以下の通りです。 

（１） 規約改正 

班について 

   総務  班の構成については、現在まできちんとした規約が無く、その時の区長の判断に   

より合併・分割が行われてきている。その為、次年度に合併・分割が持ち越され、

処理されずに現在にいたっている班もある。 

       今後も世帯の増加が考えられる。班についての規約を提案する。 

   質問  １団体としてまとまる班（社宅・マンション）において、４０世帯以上になった場

合は、どうするのか？ 

    ⇒ 住友化学（株）梅園社宅に関して、満室は４１件…第３条（１）の運営に支障がな

いと区長会が認める。 



   質問  なぜ、６世帯未満なのか？ 

    ⇒ ７．８世帯で合併を希望しない班もある。但し、過去６世帯の班において、役員       

問題で班が消滅したことがある。また、過去に３世帯、５世帯になった場合は、強

制的に合併している。 

   質問  班構成世帯数の下限を１０世帯としたらいいのでは？ 

    ⇒ 梅園自治会は、大変入退会が多い地区の為、１０世帯とするとすぐに世帯変更を検

討する場合がおきる。 

   質問  合併をして４０世帯以上になった場合は、どうするのか？ 

    ⇒ 区長会がその構成を検討し、新たに分割をする。 

 

     修正文案は添付書類参照。 

     規約は、文案を修正することで、承認。 

 

     名簿について 

   総務  名簿の回収を会員各自に義務付け、個人情報に対し責任を持ってもらう事が、目     

的。規約については、第６条に追記。文案は、承認。 

   質問  名簿は作成する必要があるのか？ 

    ⇒ 名簿については、作成する前に、例年一軒一軒、希望をとっている。自治会５３１

世帯中、希望されなかった方は１４世帯。次年度は名簿配布希望ではなく、名簿が

必要かどうかを聞く。配布希望ではないという会員が増えてきた時点で、様式を含

め名簿を検討してはどうか？ 

      また、防災団を運営するためには、必ず必要である。 

 

（２） 平成１８年度の班再編 

規約に基づき、各班員の過半数の同意を得、運営に支障があると区長会が認め、区長

会にてその構成を検討しました。 

以下の班について、承認。 

     １．東２区 １班・２班 → 東２区１班 

     ２．西１区 ４班    → 西１区４班・５班 

     ３．南   ４班・５班 → 南４班 

 

４． 総務担当より報告 

会員の権利と義務について規約改正されました。規約内容（６条）につきましては、別      

紙をご覧下さい。それに伴い名簿は必ず返却することとなります。又，旧名簿につきまして

も，随時回収しております。 
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